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重要事項説明書 
 

 

 記入年月日 2025（令和7）年 5月 1日 

 記入者名 小田部正一 

所属・職名 施設長 

 

 

１．事業主体概要 

種類 個人／法人 

※法人の場合、その種類 宗教法人 

名称 （ふりがな） にほんきりすときょうだん 

 日本基督教団 

主たる事務所の所在地 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田二丁目三番十八号 

連絡先 電話番号 ０３－３２０２－０５４１ 

FAX番号 ０３－３２０７－３９１８ 

ホームページアドレス 
http://www.uccj.org/ 

代表者 氏名 雲然俊美 

職名 総会議長 

設立年月日 １９４１（昭和１６）年６月２４日 

主な実施事業 キリスト教の伝道、キリスト教関係書籍の出版事業、有料老人ホーム事業・

介護保険事業 

※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 
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２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな）日本基督教団 愛知老人コミュニティーセンター 

      シルバーホーム「まきば」 

所在地 〒470-0111 愛知県日進市米野木町南山 987-88 

主な利用交通手段 最寄駅 名鉄豊田線（地下鉄鶴舞線より直通）黒笹駅 

交通手段と所要時間 ① 黒笹駅より９００ｍ（徒歩約１２分） 
② 日進市公共巡回バス（くるりんバス） 

「南山エピック南」停留所で下車２００ｍ 
（徒歩約３分） 

連絡先 電話番号 ０５６１－７４－５５４８ 

FAX番号 ０５６１－７４－５５６１ 

ホームページアドレス 
http://silverhome-makiba.jp/ 

管理者 氏名 小田部正一 

職名 施設長 

建物の竣工日 １９９６（平成８）年１２月１１日 

有料老人ホーム事業の開始日 １９９７（平成９）年 １月６日 

 

（類型）【表示事項】 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

２ 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

３ 住宅型 一部住宅型あり 

４ 健康型 

１又は２に

該当する場

合 

介護保険事業者番号 特定施設入居者生活介護事業所 

愛知県指定第２３７４９０００７０号 

介護予防特定施設入居者生活介護事業所 

    愛知県指定第２３７４９０００７０号 

指定した自治体名 愛知県 

事業所の指定日 平成１１年１２月２８日 

（介護予防特定施設入居者生活介護 

 ・平成１８年４月１日） 

指定の更新日（直近） 令和６年３月２２日 

（介護予防特定施設入居者生活介護 

・令和６年３月２２日） 
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３．建物概要 

土地 敷地面積 ２，８１５㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地 

 抵当権の有無 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

建物 延床面積 全体 ２，８２４.４５㎡（地上５階建て） 

うち、老人ホーム部分 ２，８２４.４５㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（            ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（             ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物 

 抵当権の設定 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

居室の状況 

居室区分 

【表示事項】 

１ 全室個室 

２ 相部屋あり 

 
最少 人部屋 

最大 人部屋 

 トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※ 

タイプ１ 有／無 有／無 22.05㎡ ４１ 介護居室個室 

タイプ２ 有／無 有／無 32.76㎡ ７ 介護居室個室 

タイプ３ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ４ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ５ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ６ 有／無 有／無 ㎡   

※「個室」「相部屋」「一時介護室」の別を記入。 

共用施設 共用便所における ８ヶ所 うち男女別の対応が可能な便房 ２ヶ所 
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便房 うち車椅子等の対応が可能な便房 ２ヶ所 

共用浴室 ５ヶ所 

個室 ３ヶ所 

大浴場 ２ヶ所（男女

別） 

共用浴室における

介護浴槽 
１ヶ所 

チェアー浴 ０ヶ所 

リフト浴 ０ヶ所 

ストレッチャー浴 １ヶ所 

その他（      ） ０ヶ所 

食堂 １ あり   ２ なし 

入居者や家族が利

用できる調理設備 

１ あり   ２ なし 

    但し、各居室にミニキッチンあり（介護専用居室を除く） 

エレベーター １ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 

消防用設備

等 

消火器 １ あり   ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり   ２ なし 

火災通報設備 １ あり   ２ なし 

スプリンクラー １ あり   ２ なし 

防火管理者 １ あり   ２ なし 

防災計画 １ あり   ２ なし 

その他 ゲストルーム（17.90㎡）、クラフトルーム（17.85㎡）、礼拝室（85.93 ㎡）、 

面談室（15.41㎡）、談話室（17.68㎡）、ラウンジ（7.88㎡）、介護室（25.22㎡）、 

機能訓練室（38.98㎡）、健康管理室兼一時介護室（6.33 ㎡）、 

トランクルーム、駐車場 （※下線部の施設は使用料が必要） 
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４．サービスの内容 

（全体の方針） 

運営に関する方針 「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさ

い」というキリスト教の精神に基づき、“老いの

変化”の中で不安や孤独を感じておられる方々

が“喜んで生きられる場”となるように、共に

いて寄り添い支えていけるホームを目指してい

ます。 

サービスの提供内容に関する特色 「人格の尊厳」を守る事を第一に、ゆとりある

体制での寄り添う介護を目指しています。また

キリスト教精神に基づいた「人を愛する心」で

サービスを提供しています。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

 

（介護サービスの内容）  

特定施設入居者生活介護の加算

の対象となるサービスの体制の

有無 

入居継続支援加算 １ あり ２ なし 

生活機能向上連携加算 １ あり ２ なし 

個別機能訓練加算 １ あり ２ なし 

夜間看護体制加算 １ あり ２ なし 

若年性認知症入居者受入加算 １ あり ２ なし 

医療機関連携加算 １ あり ２ なし 

口腔衛生管理体制加算 １ あり ２ なし 

口腔・栄養スクリーニング加算 １ あり ２ なし 

退院・退所時連携加算 １ あり ２ なし 

看取り介護加算 １ あり ２ なし 

認知症専門

ケア加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

サービス提

供体制強化

加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

 

介護職員処遇

改善加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

(Ⅳ) １ あり ２ なし 
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(Ⅴ) １ あり ２ なし 

介護職員等特定

処遇改善加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

（介護・看護職員

の配置率） 

２：１以上 

 

人員配置が手厚い介護サービス

の実施の有無 
１ あり   

（介護・看護職員の配置率） 

２：１以上 

 

 

（医療連携の内容） 

医療支援 

※複数選択可 

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（ 訪問診療医の確保 ） 

※費用が発生するもの等に関しては、様式（別添２）に記載あり 

協力医療機関 １ 名称 医療法人財団愛泉会 愛知国際病院 

住所 愛知県日進市米野木町南山 987-31 

（道を隔ててホームの真向かい 

・ホームより１５ｍ） 

診療科目 内科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーショ

ン科、胃腸科、消化器科、肛門科、循環器科、 

リウマチ科、神経内科、禁煙外来 

協力内容 必要に応じて診療の為の医師・看護師の派遣、日常

の健康相談、看護指導、他の医療機関又は入居者に

入院を要する場合の紹介等（医療費・健康診断その

他の費用は入居者の自己負担になります。以下同） 

２ 名称 たかはし眼科 

住所 日進市蟹甲町池下２７９ー２ 
（ホームより約５ｋｍ） 

診療科目 眼科 

協力内容 日常の健康相談、看護指導等 

協力歯科医療機関 名称 武田歯科医院 

住所 日進市三本木町大根 80-1（ホームより約２ｋｍ） 

協力内容 訪問歯科診療、歯科健康指導、口腔衛生管理指導等 
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（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能  

入居後に居室を住み替える場合 
 

１ 一時介護室へ移る場合 ※１ 

２ その他（ 他の介護居室及び介護専用居室へ移る場合 ）※２ 

判断基準の内容 常時介護が必要となった場合に、介護居室から介護専用居室への住

み替えをお勧めする場合があります。介護の必要に応じ。 
手続きの内容 ① 事業者の指定する医師の意見 

② 観察期間を置く 
③ 入居者の同意  
④ 身元引受人の意見  
※入居者の状況及び緊急度によってお勧めしますので入居者又は

身元引受人の希望だけで住み替えることはできません。 

追加的費用の有無 １ あり  ２ なし 

※現居室のメンテナンスにかかる費用を負担して頂きます。 

居室利用権の取扱い 介護専用居室へ利用権が継続します。 

前払金償却の調整の有無 １ あり  ２ なし 

従前の居室との

仕様の変更 
面積の増減 １ あり  ２ なし 

便所の変更 １ あり  ２ なし 

浴室の変更 １ あり  ２ なし 

洗面所の変更 １ あり  ２ なし 

台所の変更 １ あり  ２ なし 

その他の変更 
１ あり 

（変更内容）洗濯機置き場がなくなりますが、洗

濯は施設洗濯室で行います。その他室内全体の仕

様が異なります。 

２ なし 

※１ 日常生活の中で、入居者の希望に基づき一時的に健康管理室で介護することはありますが、住み

替える事はありません。 

※２ その他、介護居室から他の介護居室及び介護専用居室への住み替えをする場合、現居室のメンテ

ナンスにかかる費用を負担して頂きます。 

 

（入居に関する要件） 

入居対象となる者 
【表示事項】 

 

自立している者 １ あり  ２ なし 

要支援の者 １ あり  ２ なし 

要介護の者 １ あり  ２ なし 

留意事項 ６０歳以上であること（夫婦である場合はどちらかが６０歳以

上である事）。特定の療養管理が必要な場合は要相談となりま

す。 
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契約の解除の内容 ① 入居者が逝去した場合 

（２名の場合はどちらとも逝去した場合。） 

② 入居者、又は事業者から解約した場合 

事業主体から解約を求める場合 解約条項 

・入居契約書等に虚偽の事項を記載する 
等の不正手段により入居した時。 
・管理費その他の費用の支払いをしばし 
ば遅滞する時。 
・利用契約に定める規定に違反した時。 
・禁止又は制限される行為の規定に違反 
した時。 
・行動が他の入居者の生活又は健康に重 
大な影響を及ぼす時や、また、その生命 
に危害を及ぼす恐れがあり、かつ有料老 
人ホームにおける通常の介護方法・接遇 
方法では防止することが出来ない時等。 
≪禁止又は制限される行為とは≫ 
・銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物 
等の危険な物品等を搬入・使用・保管す 
る。 
・大型の金庫その他の重量の大きな物品 
等を搬入し、又は備え付ける。 
・配水管その他を腐食させるおそれのあ 
る液体等を流す。 
・テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演 
奏その他により、大音量等で近隣に著し 
い迷惑をあたえる。 
・猛獣・毒蛇などの明らかに近隣に迷惑 
をかける動植物を飼育する等。 
・災害、事故、感染症の発生等の非常事 
態において、施設の指示に反し、他の入 
居者や従業員の安全又は健康に重大な 
脅威となる行為をする。 
・目的施設を反社会的勢力の事務所その 
他の活動の拠点に供する。 
・目的施設又はその周辺において、著し 
く粗野若しくは乱暴な言動を行い、又 
は威勢を示すことにより、付近の住民又

は通行人に不安を与える。 
・目的施設に反社会的勢力を入居させ、 
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又は反復継続して反社会的勢力を出入 
りさせる等。 

解約予告期間 ９０日間 

入居者からの解約予告期間 ３０日間 

体験入居の内容 １ あり（内容：宿泊及び食事他可（要予約） 

２泊５食付 22,000円    

２ なし 

入居定員 （介護予防）特定施設入居者生活介護施設の提供５５人 

 

その他 身元引受人を１名定めて頂きます。身元引受人は利用料の支払い

について入居者と連帯して責任を負うことになります。また入居

契約が解除された時に入居者を引き受けることになります。 

 

５．職員体制 

※有料老人ホームの職員について記載してあります。 

（職種別の職員数） 

 

職員数（実人数） 常勤換算人数

※１※２ 合計 

 常勤 非常勤 

管理者 １ １  ０．５ 

生活相談員 ２ ２  １．０ 

直接処遇職員 ３２ ９ ２３ １４．９ 

 介護職員 ２２ ６ １６ １１．９ 

（※３） 

 看護職員 １０ ３ ７ ４．１ 

機能訓練指導員 １ １  １．０ 

計画作成担当者 １ １ ０ １．０ 

栄養士 １ １  １．０(委託） 

調理員 ４ ２ ２ ３．２(委託) 

事務員 ３ ２ １ ２．４ 

その他職員 ９ ０ ９ ２．８ 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※２ ４０時間 
※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算

した人数をいう。 
※２ 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 

※３（准）看護師 2 名が夜勤を行う場合は 1 名を介護職員として配置しています。 
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 ※ 介護保険事業所 「（介護予防）特定施設入居者生活介護」としての人員配置 

   上記職員数より自立者対応の１名を引いた数 

特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態 

  

実人数 
常勤 非常勤 

合計 
常勤換算 

人数 専従 兼務 専従 兼務 

生活相談員 0 人 2 人 0 人 0 人 2 人 １.０人 

看護職員 2 人 0 人 0 人 7 人 9 人 3.1 人 

介護職員 5 人 0 人 8 人 7 人 20 人 10.9 人 

機能訓練指導員 1 人 0 人 0 人 0 人 1 人 １.０人 

計画作成担当者 1 人 0 人 0 人 1 人 ２人 １.０人 

その他の従業者 1 人 １人 9 人 1 人 12 人 2.8 人 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 ４０時間 

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

（資格を有している介護職員の人数） 

 
合計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士    

介護福祉士 １０ ５ ５ 

実務者研修の修了者    

初任者研修の修了者 ３ １ ２ 

介護支援専門員 １ 1  

（資格を有している機能訓練指導員の人数） 

 
合計 

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師 １ １  

理学療法士    

作業療法士    

言語聴覚士    

柔道整復士    

あん摩マッサージ指圧師    

（夜勤を行う看護・介護職員の人数） 

夜勤帯の設定時間（ １８時～８時） 

 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員 １人 １人 

介護職員 １人 １人 

 日により介護職員２名が夜勤になる事がありますが、夜間における連絡・対応体制を定めています。 
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（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 

特定施設入居者生活介護の

利用者に対する看護・介護職

員の割合 
（一般型特定施設以外の場

合、本欄は省略可能） 

契約上の職員配置比率※ 

【表示事項】 

ａ 1.5：１以上 

ｂ ２：１以上 

ｃ 2.5：１以上 

ｄ ３：１以上 

実際の配置比率 

（記入月 利用者数：常勤換算職員数） １.９０：１ 

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 

外部サービス利用型特定施設である有料

老人ホームの介護サービス提供体制（外部

サービス利用型特定施設以外の場合、本欄

は省略可能） 

ホームの職員数 人 

訪問介護事業所の名称  

訪問看護事業所の名称  

通所介護事業所の名称  

 

（職員の状況） 

管理者 

他の職務との兼務 １ あり     ２ なし 

業務に係る資格等 １ あり 

 資格等の名称 社会福祉主事任用資格 
高等学校教諭一種免許「福祉」 

２ なし 

 看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の

採用者数 
２ ３ １        

前年度１年間の

退職者数 
１ １ １ １       

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に

応
じ
た
職
員
の
人
数 

 
１年未満    １       

１年以上

３年未満 
   ３       

３年以上

５年未満 
 １ １ 1 １      

５年以上

10年未満 
  １ ５ １  １    

10年以上 ３ ６ ４ ６     １  

従業者の健康診断の実施状況 １ あり  ２ なし 
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６．利用料金 

（利用料金の支払い方法） 

居住の権利形態 

【表示事項】 

１ 利用権方式 

２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

４ 選択方式 

※該当する方式を全て選択 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

年齢に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

要介護状態に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

入院等による不在時における

利用料金（月払い）の取扱い 

１ 減額なし  ２ 日割り計算で減額 ３ 長期入院・不在の場

合、８週間を超える上乗せ介護費は徴収致しません。 

利用料金

の改定 

条件 消費者物価指数及び人件費の変動 

手続き 運営懇談会での説明 

（利用料金のプラン【代表的なプランを２例】） 金額は 2025 年 7 月 1 日からの新料金となります 

 プラン１（一人） プラン２（二人） 

入居者の状

況 

要介護度 自立 自立 

年齢 60歳以上 60歳以上（※３） 

居室の状況 床面積 22.05㎡ 32.76㎡ 

便所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

浴室 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

台所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

入居時点で

必要な費用 

前払金 15,000,000円 22,000,000円 

敷金 ０円 0円 

月額費用の合計 176,800円 

＋電気代＋電話代 

302,500円 

＋電気代＋電話代 

 家賃 0円 0円 

 

サ
3
ビ
ス
費
用 

特定施設入居者生活介護※１の費用 0円 0円 

 

介
護
保
険
外
※
２ 

食費 69,000円  138,000円 

 管理費 107,800円 164,500円 

 介護費用 0円 0円 

 光熱水費 基本料金 1,100円+使用

分実費（水道料は管理費

に含みます） 

基本料金 1,100円+使

用分実費（水道料は管

理費に含みます） 

 その他 都度払いサービスあり 都度払いサービスあり 
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※１ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 
※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用

は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない） 
※３ 夫婦の場合、どちらかが 60歳以上。 

 

（利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

家賃 前払金として受領しております 

敷金 なし 

介護費用 ※介護保険サービスの自己負担額以外に上乗せ介護費がかかります。 

上乗せ介護費  

要介護３：55,000円 要介護４、５：110,000円  

認知症介護費：22,000円 

（認知機能低下の診断を受けられた方のみ） 

長期推計に基づき、要介護者 2人に対し、週 40 時間換算で介護・看護職

員を 1 人以上配置するための費用として、介護保険給付及び利用者負担

によって賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいて

おります。 

管理費 プラン１（1人） 107,800円 

プラン２（2人） 164,500円 

共用施設等の維持・管理、一般事務、生活サービス等に関わる人件費、厨

房維持費、備品・消耗品に充当します。 

食費 69,000円（1日 3 食 30 日の場合） 

（朝食 614円、昼食 843円、夕食 843円、日額 2,300円） 

お召し上がりになった分だけ頂きます。 

食事を提供するための費用です。 

特別料金による特別料理を選択できる日があります。 

特別調理が必要な場合、別途料金が発生します。 

光熱水費 電気料金：基本料金 1,100円＋実費 

水道料金：管理費に含みます 

利用者の個別的な選択に

よるサービス利用料 

別添２ 

その他のサービス利用料 エアコンレンタル使用の場合 2,090円／月（一人部屋） 

              2,305円／月（二人部屋） 

トランクルーム使用の場合 12,540円／年 

施設洗濯機・乾燥機使用の場合 4,400円／月  

アクティビティープログラムにて使用する材料費 

希望者を対象とする特別行事への参加費 
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（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担 基本報酬、及び前掲の加算の利用者負担分 

特定施設入居者生活介護※における人員配置が手厚い

場合の介護サービス（上乗せサービス） 

前掲（６．利用料金 利用料金の算定根拠に

記載） 

※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 

 

（前払金の受領） 

算定根拠 

前払金＝初期償却費用＋180か月分の家賃 
 
土地取得費用、建設費、共用設備費・備品

費、修繕費、維持費などを基礎とし、平均余

命等を勘案した想定居住期間の家賃相当

額、及び想定居住期間を超えて入居契約が

継続する場合に備えて受領する費用で、老

人福祉法第 29 条第 6 項で受領が禁止され

ている権利金又は対価性のない金品に該当

しません。 
具体的な算定根拠については、別紙書面で

明示します。 

想定居住期間（償却年月数） １８０ヶ月 

償却の開始日 入居日の翌日 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受

領する額（初期償却額） 

プラン１（１人）２，４００，０００円 

プラン２（２人）３，５２０，０００円 

初期償却率 １６％ 

返還金の

算定方法 

入居後３月以内の契約終了 

・前払金―（前払金―初期償却額）÷想定居

住月数÷３０×（入居日から契約終了日ま

での日数） 

・初期償却費用については無利息で全額返

金します。 
・月払い利用料については日割精算を行い

ます。 
・必要な原状回復費用があれば受領しま

す。 

入居後３月を超えた契約終了 

・（前払金―初期償却額）÷（入居日の翌日か

ら想定居住期間満了日までの日数）×（契約

終了日から想定居住期間満了日までの日数） 

前払金の

保全先 

１ 連帯保証を行う銀行等の名称  

２ 信託契約を行う信託会社等の名称  
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３ 保証保険を行う保険会社の名称  

４ 全国有料老人ホーム協会      （入居者生活保証制度） 

５ その他（名称：               ） 

 

７．入居者の状況 

（入居者の人数） 

性別 男性 １６人 

女性 ３６人 

年齢別 65歳未満 ０人 

65歳以上 75歳未満 ２人 

75歳以上 85歳未満 １３人 

85歳以上 ３７人 

要介護度別 自立 １８人 

要支援１ ３人 

要支援２ ７人 

要介護１ １０人 

要介護２ ３人 

要介護３ ３人 

要介護４ ６人 

要介護５ ２人 

入居期間別 ６ヶ月未満 ３人 

６ヶ月以上１年未満 ２人 

１年以上５年未満 １６人 

５年以上 10 年未満 １３人 

10 年以上 15 年未満 １２人 

15 年以上 ６人 

 

（入居者の属性） 

平均年齢 ８７.５歳 

入居者数※の合計 ５２人 

入居率※※ ９４.５％ 

※ 入院等で一時的に不在となっている者も入居者に含む。 

※※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。 
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（令和５年度における退去者の状況） 

退去先別の人数 自宅等 ０人 

社会福祉施設 ２人 

医療機関 ０人 

死亡者 ３人 

その他 ０人 

生前解約の状況 施設側の申し出 ０人 

入居者側の申し出 ２人 

 

８．苦情・事故等に関する体制（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況） 

①窓口の名称 直接苦情対応係（生活相談員２名）。目安箱。 

電話番号 0561-74-5548 
対応している時間 平日 9:00～17:00 

土曜 事務所定休日 

日曜・祝日 日曜―事務所定休日、祝日―通常営業 

定休日 事務所・年末年始休日 

②窓口の名称 （公社）全国有料老人ホーム協会 

電話番号 03-3272-3781 
対応している時間 平日 10:00～17:00 

土曜 定休日 

日曜・祝日 定休日 

定休日 年末年始と土・日・祝日 

※苦情窓口は上記以外 愛知県国民健康保険団体連合会介護保険室 ℡052-971-4165 
           日進市健康福祉部介護福祉課 ℡0561-73-1495 等があります。 
※苦情対応責任者は、生活相談員又は施設長です。     
 
※個人情報保護の取組 
①事業者は、サービスを提供するうえで知り得た入居者又はその家族等に関する個人情報を正当な理由 
なく第三者に漏洩しません。この義務は、本契約が終了した後も継続します。 
②事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た入居者又はその家族等に関する個人情報を漏 
洩することのないよう必要な処置を講じます。 
③ 事業者は、入居者の求めに応じて、サービス提供記録を開示します。 
④ 入居者は、事業者が、医療介護連携会議、サービス担当者会議、救急搬送時、受診・入院時におけ

る医師との打合せ等において、入居者の個人情報を用いることに同意していただきます。その他の

目的において、やむなく個人情報を用いる場合は、本人または身元引受人の承諾を得ることとしま

す。 
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（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応） 

損害賠償責任保険の加入状況 １ あり （その内容）（社）全国有料老人ホーム

協会・有料老人ホーム「賠償責任保

険」と三井住友海上火災保険（株）「自

動車保険」の保障範囲。 

２ なし 

介護サービスの提供により賠償す

べき事故が発生したときの対応 

１ あり （その内容）施設の緊急対応マニュア

ルに沿って、医療機関と連絡をとり適

切に処理します。家族及び身元保証人

へ速やかに連絡し、対処方法を相談し

ます。 

２ なし 

事故対応及びその予防のための指針 １ あり   ２ なし 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 

利用者アンケート調査、意

見箱等利用者の意見等を把

握する取組の状況 

１ あり 

実施日 随時（目安箱もあり） 

結果の開示 １ あり     ２ なし 

（都度運営懇談会にて説明実施） 

２ なし 

第三者による評価の実施状

況 

１ あり 

実施日 平成２５年２月５日 

評価機関名称 有老協 有料老人ホームサービス第三者評価事業 

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

９．入居希望者への事前の情報開示 

入居契約書の雛形 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

管理規程 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

事業収支計画書 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の要旨 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の原本 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

※決算報告書・年度方針は閲覧できます。 
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10．その他  

運営懇談会 １ あり （開催頻度）年 ４回 

      及び施設長が必要と認める時 

２ なし 

 １ 代替措置あり （内容） 

２ 代替措置なし 

提携ホームへの移行 

【表示事項】 

１ あり（提携ホーム名：      ）    

２ なし 

有料老人ホーム設置時の老人

福祉法第 29 条第１項に規定

する届出 

１ あり  ２ なし 

３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者

の居住の安定確保に関する法律第 23条の規定により、届出が不

要 

高齢者の居住の安定確保に関

する法律第５条第１項に規定

するサービス付き高齢者向け

住宅の登録 

１ あり  ２ なし 

有料老人ホーム設置運営指導

指針「５.規模及び構造設備」

に合致しない事項 

１ あり  ２ なし 

 合致しない事項がある場合

の内容 

 

「６.既存建築物等の活用

の場合等の特例」への適合

性 

１ 適合している（代替措置） 

２ 適合している（将来の改善計画） 

３ 適合していない 

有料老人ホーム設置運営指導

指針の不適合事項 
１ あり  ２ なし 

 不適合事項がある場合の内

容 

 

 

添付書類：別添１（事業者が運営する介護サービス一覧表） 

     別添２（個別選択による介護サービス一覧表） 
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※              様 

 

 

 

説明年月日     年  月  日 

 

 

 

説明者署名             

 

 
※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた方の署名を頂きます。 
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別添１  事業者が愛知県内で運営する他の介護サービス事業 

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問介護 あり   なし     
訪問入浴介護 あり   なし     
訪問看護 あり   なし     
訪問リハビリテーション あり   なし     
居宅療養管理指導 あり   なし     
通所介護 あり   なし     
通所リハビリテーション あり   なし     
短期入所生活介護 あり   なし     
短期入所療養介護 あり   なし     
特定施設入居者生活介護 あり   なし     
福祉用具貸与 あり   なし     
特定福祉用具販売 あり   なし     

＜地域密着型サービス＞ 

 
 
 
 
 
 
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり   なし     
夜間対応型訪問介護 あり   なし     
認知症対応型通所介護 あり   なし     
小規模多機能型居宅介護 あり   なし     
認知症対応型共同生活介護 あり   なし     
地域密着型特定施設入居者生活介護 あり   なし     
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり   なし     
看護小規模多機能型居宅介護 あり   なし     

居宅介護支援 あり   なし   
  

＜居宅介護予防サービス＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護予防訪問介護 あり   なし     
介護予防訪問入浴介護 あり   なし     
介護予防訪問看護 あり   なし     
介護予防訪問リハビリテーション あり   なし     
介護予防居宅療養管理指導 あり   なし     
介護予防通所介護 あり   なし     
介護予防通所リハビリテーション あり   なし     
介護予防短期入所生活介護 あり   なし     
介護予防短期入所療養介護 あり   なし     
介護予防特定施設入居者生活介護 あり   なし     
介護予防福祉用具貸与 あり   なし     
特定介護予防福祉用具販売 あり   なし     

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 
 
 

介護予防認知症対応型通所介護 あり   なし     
介護予防小規模多機能型居宅介護 あり   なし     
介護予防認知症対応型共同生活介護 あり   なし     

介護予防支援 あり   なし   
  

＜介護保険施設＞ 

 
 
 

介護老人福祉施設 あり   なし     
介護老人保健施設 あり   なし     
介護療養型医療施設 あり   なし     
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別添２                     介護サービス等の一覧表 
 （介護保険給付以外の料金には別途消費税が加算されます） 

（ 介 護 予 防 ） 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の指 定 の有 無  な し  ・   あ り 

 自 立 及 び特 定 非 契 約          要 支 援 １ ～ 要 介 護 ２  要 介 護 ３ ～ 要 介 護 ５   

介 護 を行 う場 所  介 護 居 室  介 護 居 室 ・ 介 護 専 用 居 室  介 護 居 室 ・ 介 護 専 用 居 室  備 考  

  

一 時 金 及 び

月 額 利 用 料

に含 む 

サービス 

その都 度  

徴 収 する 

サービス※１   

介護保険給付、

一時金及び月額

利用料に含む 

サービス 

その都 度  

徴 収 する 

サービス※１   

介護保険給付、

一時金及び月額

利用料に含む 

サービス 

その都 度  

徴 収 する 

サービス※１   

※１）743 円 /15 分の有料サービ

スに対し、6 時～7 時（早

朝）、19 時～22 時（夕刻）

は 25％増、22 時～6 時（深

夜）は 50％の加算がありま

す。「15 分」と表示してい

る時間は、15 分以内の場合

に適用致します。  
   また、希望により事前予

約 さ れ た 有 料 サ ー ビ ス を

当 日 キ ャ ン セ ル さ れ た 場

合 に は キ ャ ン セ ル 料 が 生

じる場合があります。  

介 護 サービス      
 

 

 

○巡 回  なし 743 円 /15 分  状 況 に応 じ実 施  なし 状 況 に応 じ実 施  なし  

○食 事 介 助  なし 743 円 /15 分  状 況 に応 じ実 施  なし 状 況 に応 じ実 施  なし  

○排 泄  

 ・ 排 泄 介 助  
なし 743 円 /15 分  状 況 に応 じ実 施  なし 状 況 に応 じ実 施  なし 

 

 ・ おむつ交 換  なし 743 円 /15 分  状 況 に応 じ実 施  なし 状 況 に応 じ実 施  なし  

 ・ おむつ代  なし 実 費  なし 実 費  なし 実 費   

○ 入 浴 等         

 ・ 清 拭   
なし 

 
743 円 /15 分   

状 況 に応 じ 

 2 回 /週  実 施  

3 回 目 から 

743 円 /15 分  

状 況 に応 じ 

 2 回 /週  実 施  

3 回 目 から 

743 円 /15 分  

 

 ・ 一 般 浴 介 助   
なし 

 
743 円 /15 分   

状 況 に応 じ 

 2 回 /週  実 施  

3 回 目 から 

743 円 /15 分  

状 況 に応 じ 

 2 回 /週  実 施  

3 回 目 から 

743 円 /15 分  

 

 ・ 特 浴 介 助   
なし 

 
743 円 /15 分   

状 況 に応 じ 

 2 回 /週  実 施  

3 回 目 から 

743 円 /15 分  

状 況 に応 じ 

 2 回 /週  実 施  

3 回 目 から 

743 円 /15 分  

標 準 入 浴 回 数 は２ 回 /週 です。 

○身 辺 介 助         
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 ・ 体 位 変 換   
なし 

 
743 円 /15 分   随 時   

なし 

 

状 況 に応 じ 2～ 3

時 間 毎 に実 施  

なし 

 

 

 ・ 居 室 からの移 動  なし 743 円 /15 分  随 時  なし 随 時  なし  

 ・ 衣 服 の着 脱  なし 743 円 /15 分  随 時  なし 随 時  なし  

 ・ 身 だしなみ介 助  なし 743 円 /15 分  随 時  なし 随 時  なし  

○機 能 訓 練  なし 743 円 /1 回  毎 日  なし 毎 日  なし 
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰに 743 円 /１ 回 で自 立

の方 もご参 加 頂 けます。 

○通 院 の介 助        ※２）通院の介助は、協力病院で

実施致します。要介護度

に応じ、回数や院内付添

を相談させて頂きます。  
 ・ 協 力 医 療 機 関  なし 743 円 /15 分  随 時 （ ※２ ）  なし 随 時 （ ※２ ）  なし 

 ・ 協 力 医 療 機 関 以 外  なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分  

○緊 急 時 対 応        ※３）同一疾患の 1 回目は管理

サービスにて対応させて

いただきますが、２回目

以降は 743 円 /15 分にて

対応させて致します。  

 ・ ケアコール 

 

 

 

※３  

 

 

 

※３  

 

 

 

24 時 間 対 応  

 

 

 

なし 

 

 

 

24 時 間 対 応  

 

 

 

なし 

 

 

 

生 活 サービス      
 

 

※４）介護保険ご利用者様で施

設洗濯機・乾燥機にて洗濯

代行する場合、洗濯機・乾

燥機使用料として、4,400

円/月を算定いたします。 

○家 事        

 ・ 居 室 清 掃   
なし 

 
743 円 /15 分   1 回 /週 ～   

3 回 目 から 

743 円 /15 分  
1 回 /週 ～   

3 回 目 から 

743 円 /15 分  

 ・ 日 常 の洗 濯 （ ※４ ）  なし 743 円 /15 分  随 時  なし 随 時  なし  

 ・ リネン交 換  なし 743 円 /15 分  状 況 に応 じ実 施  なし 状 況 に応 じ実 施  なし 
 

○居 室 配 膳 ・ 下 膳  

 

 

緊 急 時  

 

 

緊 急 時 以 外

675 円 /1 日  

 

状 況 に応 じ実 施  

 

 

なし 

 

 

状 況 に応 じ実 施  

 

 

なし 

 

 

 

〇その他        
 

 

・ 入 居 者 の嗜好に応 じ

た特別な食 事  

なし 

 

550 円 /１ 日  

 

なし 

 

550 円 /１ 日  

 

なし 

 

550 円 /１ 日  

 

内容により費 用 を相 談させて頂く事

があります。 
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 ・ おやつ なし なし あり なし あり なし 
 

○理美容師による 

理美容サービス 
なし 実 費  なし 実 費  なし 実 費  

 

○代 行         

 ・買い物 （ 通 常 の利 用

区域 ）  

なし 

 

743 円 /15 分  

 

なし 

 

743 円 /15 分  

 

なし 

 

743 円 /15 分  

 

 

 ・買い物 （上記以 外 の

区域 ）  

なし 

 

743 円 /15 分  

 

なし 

 

743 円 /15 分  

 

なし 

 

743 円 /15 分  

 

 

・役所手続き なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分  ※５）上乗せ介護費、認知症加

算、5,500 円 /月の管理料

で小口現金のみ管理致し

ます。  
 ・ 金銭 ・貯金管理  なし なし ※５      ※５  ※５      ※５  

健康管理サービス        

 ・ 協 力 医 療 機 関への 

送迎サービス 

あり 

※６  

なし 

 

あり 

※６  

なし 

 

あり 

※６  

なし 

 

※６）協力医療機関（たかはし  
眼科、武田歯科医院）へは

予約にて送迎サービスを

致します。  

 ・ 定期健康診断   
なし 

   ※７  

   なし 

   ※７  

なし 

※７  

なし 

※７  

なし 

※７  

なし 

※７  

 

※ ７ ）  ご希望に応じ、協力病院

で健康診断を受けられる

ようご相談・支援を致し

ます。  

 ・健康相 談  随 時  なし 随 時  なし 随 時  なし  

 ・ 生 活 指 導 ・栄養指 導  随 時  なし 随 時  なし 随 時  なし 
 

 ・ 服薬支 援  なし 743 円 /1 日  状 況 に応 じ実 施  なし 状 況 に応 じ実 施  なし  

 ・ 医師の往診  なし 実 費  なし 実 費  なし 実 費  
 

 ・ 生 活 リズムの記録  

  （ 排便 ・睡眠等 ）  

なし 

 

743 円 /15 分  

 

随 時  

 

なし 

 

随 時  

 

なし 

 

 

入退院 時 、入 院中の       

サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 医 療 費  なし 実 費  なし 実 費  なし 実 費   
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その他、介護保険の負担割合は各利用者の介護保険負担割合証に記載された割合となります。  
  

○移送サービス 

・ 協 力 医 療 機 関  

・ 協 力 医 療 機 関 以 外  

 

 

あり 

なし 

 

 

なし 

743 円 /15 分  

 

 

あり 

なし 

 

 

なし 

743 円 /15 分  

 

 

あり 

なし 

 

   

なし 

743 円 /15 分  

 

 

〇同行 サービス 

 ・ 協 力 医 療 機 関  

 

あり 

 

なし 

 

あり 

 

なし 

 

あり 

 

なし 

 

・ 協 力 医 療 機 関 以 外  なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分  

○入 院中の洗 濯物  

  交 換 ・買い物  

なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分  なし 743 円 /15 分   

○入 院中の見舞い訪問  
協 力病院 は 

1 回 /週  

2 回 目 以降は

743 円 /15 分  

協 力病院 は 

1 回 /週  

2 回 目 以降は 

743 円 /15 分  

協 力病院 は 

1 回 /週  

2 回 目 以降は

743 円 /15 分  

 

その他 のサービス 

・ 行 事 ・クラブ活 動  
随 時  なし 随 時  なし 随 時  なし 

※８）近郊ｽｰﾊﾟｰでの買い物  
   （1 回 /週）、黒笹駅（2 回 /1

日）、日進市内の医療機関

（随時）、市役所（1 回 /月）

への送迎サービスを実施

致します。  
    尚、市外であっても、西

田耳鼻科は当面、予約に

て送迎サービスを致しま

す。  

・送迎サービス ※８  なし ※８  なし ※８  なし 



25 

  



26 

  

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

��

����� ����������

����� ����� ���������� ����� ����� ����� �����
����� ������ �����

��
��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

㹆 㹄㹅 㹃 㹂 㹁 㹀 㸿

������

ࢫ
ࣟ

࣮
ࣉ

ࠉ
��

��

Ṍ㐨

ίᵴ

ࢫ࣮࣌ࢫ ࢫ࣮࣌ࢫ

ᾘ㜵άື⏝✵ᆅ

ཷỈᒙ⨨ሙ

㑊㞴㝵ẁ㞀ᐖ⪅㥔㌴㥔㌴
ᒇእ

㸻�������
�㹉㹀㹋

タィᇶ‽Ⅼ
��������

⫋ဨ㏻⏝ཱྀ

⠏ᒣ

(;3�-

(;
3�
-

ίᵴ㸦ᇙタ㸧

����

᳜᱂

᳜᱂

ᩓ⟇㊰

㹵���

ᡬ㸦ᮏᕤ㸧ࢫ࢙ࣥࣇࣗࢩࢵ࣓࣮ࣝࢳࢫ
㹕�����㹆����

ࡾࡍ���㸩ᡭ+ࢫ࢙ࣥࣇࣗࢩࢵ࣓࣑ࣝ

ࢫ࢙ࣥࣇࣗࢩࢵ࣓
+����
࣮ࣝࢳࢫ

Ṍ㌴㐨ቃ⏺ࢡࢵࣟࣈ

+���
ࢫ࢙ࣥࣇ

ࣉ࣮ࣟࢫ

�����

������

����� ����������

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

��

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

�����
������

�����

����� �����

;�;�;�;�

<�
<�

<�
<�

<�
<�

D� D�

㞄ᆅ

ڹ
㞄
ᆅ

ቃ
⏺
⥺

㐨㊰ᕵဨ�����

��

㸳� �� ��ᗘ໙㓄

すഃ㥔㌴ሙ
ฟධཱྀࡢࡽ

㥔㌴ሙ��ྎ

��
ࢿ

��
�

������

ڹ
㞄

ᆅ
ቃ

⏺
⥺

ڹ
㐨

㊰
ቃ

⏺
⥺

⥺⏺㞄ᆅቃڹ

⥺⏺㞄ᆅቃڹ

⥺⏺㞄ᆅቃڹ

ᘓ⠏

ᅗ㠃ෆᐜ

⦰ᑻ᳨

〇

ᅗ

ᅗ

ᯛࣀෆ

༊ศ

ᕝࠉᮏࠉ༤ࠉⰋ
୍⣭ᘓ⠏ኈ➨㸶㸴㸶㸱㸷ྕ

᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠉឡ▱⪁ே࣮ࢱࣥࢭ࣮ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࠖࡤࡁࡲࠕ࣒࣮࣮࣍ࣂࣝࢩ

ᅗ㠃 ྕ␒

㓄 ⨨ ᅗ

㸯㸭㸱㸮㸮



27 
 

ࢫ
ࣟ

࣮
ࣉ

ࠉ
��

��

࣑ࢦ
⨨ሙ

㣗ရᗜ

ᗯୗ

౽ᡤ ఇ᠁ᐊ

པᡣ

౽ᡤᢲ
ධ

㑊㞴
㝵ẁ

Ὑ℆ᐊ

Ṍ㐨

ίᵴ

࣮ࣛ࣎
⨨ሙ

㥔㌴
ࢫ࣮࣌ࢫ

㞀ᐖ⪅㥔㌴
ࢫ࣮࣌ࢫ

ᾘ㜵άື⏝✵ᆅ

ཷỈᒙ⨨ሙ

⏨Ꮚ
౽ᡤ

ዪᏊ
౽ᡤ

๓ᐊ

౽ᡤ

౽ᡤ

๓ᐊ

ᢲ
ධ

≀ධ

≀ධ
ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᢲ
ධ

๓ᐊ

౽ᡤ
ᢲ
ධ

≀ධ

౽ᡤ

๓ᐊ

≀ධ

ᢲ
ධ

๓ᐊ

౽ᡤ
ᢲ
ධ

≀ධ
ᒃᐊ㸯ே⏝

๓ᐊ

౽ᡤ
ᢲ
ධ

≀ධ
ᒃᐊ㸯ே⏝

㹃
㹎
㹑

ᒇእ
㑊㞴㝵ẁ

౽ᡤ

๓ᐊ

ᐷᐊᢲ
ධ≀

ධ

ᒃᐊ㸰ே⏝

๓ᐊ

౽ᡤ

౽ᡤ

๓ᐊ

ᢲ
ධ

≀ධ
ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᢲ
ධ

ᗯୗ
�㸯�

�㹉㹀㹋
㸻�������

��������


ᗜ

���
㌴᳔Ꮚ⏝౽ᡤ

����

ᾘⅆ
ᐊࣉ࣏ࣥ

㣗ᇽව㞟ሙ

ᒃᐊ㸯ே⏝

��
ࢿ

��
�

㹃㹔

ࢪࣥ࢘ࣛ

♩ᣏᐊ

ྍື㛫ษ

ᗯୗ㸰

࣮ࢱࣥ࢘࢝

࣮ࢸࣅࢸࢡ

(36

タィᇶ‽Ⅼ

すࢫࣛࢸ

⫋ဨ㏻⏝ཱྀ

⠏ᒣ

ႚⲔᐊ

ኳⅬ᳨ཱྀ

ᮏ㒊࣮ࢱࣥࢭ

㸦ㆤ⏝ရ㸧
⣡

ከ┠ⓗ⣡

㹋㹕㹁

┳ㆤ࣭ㆤ࣮ࢼ࣮ࢥ

๓ᐊ�

㹕㹁

㹕㹁Ὑ㠃

㹕㹁Ὑ㠃

㹕㹁Ὑ㠃

Ὑ㠃

Ჴ

��

㸳� �� ��ᗘ໙㓄

ྍື㛫ษ

ศู
ሙ⨨ࡳࡈ

๓ᐊ

ᐟ┤ᐊ

ࢱࣥ࢘࢝

ົᐊ㸰

㹕㹁

ᒃᐊ�

ᒃᐊ�

ᒃᐊ�

ᒃᐊ�

ᒃᐊ�

すഃ㥔㌴ሙ
ฟධཱྀࡢࡽ

�����

�����

������

����� ����������

�����

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�

��
��

�

��
��

�

�����

�����

������

��
��

��

�

��
��

��

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��
��

:&

┳ㆤ࣭ㆤࣥࢳࢵ࢟

๓ᐊ�

┳ㆤ࣭ㆤࣇࢵࢱࢫ
ࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ

ᡭὙ
Ჴ

Ჴ

⣡E

⣡D

⣡D

⣡E
⣡E

Ჴ

ົᐊ

⥲ྜ┙

㹕㹁

ᒃᐊ�

�����

㹆㹁
㹕㹁

ࢫࣛࢸ

≉Ṧᾎᐊ

ᾎᵴ

ở≀ὶࡋ

᳨

Ὑ㧥ྎ

ᾎᵴ

ࣉࢵࢺ
ࢺࣛ

ࣉࢵࢺ
-�3;)ࢺࣛ

⏺㞄ᆅቃۃ

⏺㞄ᆅቃڹ

⏺㞄ᆅቃڹ

ڹ
㐨

㊰
ቃ

⏺

࣮ࢼ࣮ࢥ␚

ᒃᐊ㸯ே⏝
6.

㹕㹕㹁

(;
3�
-

ᗯୗ

㢼㝖ᐊ
ᗯୗ

㹎㹑

ίᵴ㸦ᇙタ㸧

��
��

�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

��

��
��

�
��

��
�

��
��

�

ࣉ࣮ࣟࢫ
����

+���

ࣉࢵࢺ
ࢺࣛ

᳨

᳜᱂

᳜᱂

����� �����

��
��

�

ྍື㛫ษ
ࣥࢸ࣮࢝

Ὑ℆࣭ở≀ᐊ

ಶᾎᐊ

ᮏ
Ჴ

⛣
タ

⮬㈍ᶵ

⬺⾰Ჴ
ಶᾎ⬺⾰

๓ᐊ

ᅬⱁࢫ࣮࣌ࢫ

ண㜵ㆤᶵ⬟
カ⦎ᐊ

㌴᳔Ꮚ⨨ሙ࣮ࢱࣥ࢘࢝
㸦ୖ㒊⣡㸧

㞀Ꮚ

෭ 㣗ჾ

ᩓ⟇㊰

��
��

�

⬺⾰

⬺⾰Ჴ

ከ┠ⓗ㸿

ከ┠ⓗ㹀

㹃㹔࣮ࣟࣅ

Ώᗯୗ ᗯୗ㸯 ������

ᗯୗ㸲

㛫ษ⣡

������

����� ����� �����

୰ᗞ�

ᗯୗ㸱

ᗣ⟶⌮ᐊ

���������� ����� ���������� ����� ����� ����� �����

����� ������ �����

������

㹵���

≀ධ ≀ධ

≀ධ

ᒃ㛫

⣡D

⣡D

Ὑ㠃

⣡D

⣡D

Ὑ㠃

Ჴ
�����੍㸦ⰺ㸧

ڹ
㞄

ᆅ
ቃ

⏺
⥺

ࡾࡍ���㸩ᡭ+ࢫ࢙ࣥࣇࣗࢩࢵ࣓࣑ࣝ

࣮ࢽࢥࣝࣂ

࣮ࢽࢥࣝࣂ

࣮ࢽࢥࣝࣂ

࣮ࢽࢥࣝࣂ

࣮ࢽࢥࣝࣂ

࣮ࢽࢥࣝࣂ

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

㹆 㹄㹅 㹃 㹂 㹁 㹀 㸿
㹕�����㹆����
ᡬ㸦ᮏᕤ㸧ࢫ࢙ࣥࣇࣗࢩࢵ࣓࣮ࣝࢳࢫ

;�;�;�;�

<�
<�

<�
<�

<�
<�

Ṍ㌴㐨ቃ⏺ࢡࢵࣟࣈ

+����
ࢫ࢙ࣥࣇࣗࢩࢵ࣓࣮ࣝࢳࢫ

D� D�

ࢫ࢙ࣥࣇ

ࢺࣛ
ࣉࢵࢺ

ୖ㒊
ࢺࣛࣉࢵࢺ

ᐊ࣓࣮࣮ࢱ
ࢫ࢞

�㸱�

�㸰�

�㸰�

�㸯�

ࣂ
ࣝ

ࢥ
ࢽ

࣮
ࣂ

ࣝ
ࢥ

ࢽ
࣮

ࣂ
ࣝ

ࢥ
ࢽ

࣮

ᘓ⠏

ᅗ㠃ෆᐜ

⦰ᑻ㸬 㸬

㸬 㸬

̓

̓
᳨

〇

ᅗ

ᅗ

ᯛࣀෆ

༊ศ

ᕝࠉᮏࠉ༤ࠉⰋ
୍⣭ᘓ⠏ኈ➨㸶㸴㸶㸱㸷ྕ

᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠉឡ▱⪁ே࣮ࢱࣥࢭ࣮ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࠖࡤࡁࡲࠕ࣒࣮࣮࣍ࣂࣝࢩ

㸯㸭㸰㸮㸮

㸯 㝵 ᖹ 㠃 ᅗ
ᅗ㠃 ྕ␒

㥔㌴ሙ��ྎ

㞄ᆅ



28 

 

㹅

ᕝࠉᮏࠉ༤ࠉⰋ

୍⣭ᘓ⠏ኈ➨㸶㸴㸶㸱㸷ྕ

㸬 㸬

㸬 㸬

̓

̓

ゞ ṇ

᳨

〇

ᅗ

ᅗ

≉ グ ᅗ 㠃 ෆ ᐜ

⦰ ᑻ

ᘓ⠏

ᯛ ࣀ ෆ

༊ ศ

ᅗ 㠃 ␒ ྕ

᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠉឡ▱⪁ே࣮ࢱࣥࢭ࣮ࢸࢽ࣑ࣗࢥ ���

ࠖࡤࡁࡲࠕ࣒࣮࣮࣍ࣂࣝࢩ

㸰 㝵 ᖹ 㠃 ᅗ

㸯㸭㸰㸮㸮

��
��

�
��

�
��

��
�

�����

���

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

� �
��

��
��

��
�

����

����

����

ࢺࣛࣉࢵࢺ

ࢺࣛࣉࢵࢺ

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�

��
��

��

�����

������

ࣉࢵࢺ

ࢺࣛ

Ỉ໙㓄����

ࣉࢵࢺ

ࢺࣛ

���������� �����



��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

��

����� ����� �����

����� ����� ���������� ����� ����� ����� ����� �����

����� ������ �����

������

ᗯୗ
�㸯�

㹃㹔࣮ࣟࣅ

㑊㞴
㝵ẁ

ᗯୗ
�㸰�

ࢺࣇࣛࢡ
࣒࣮ࣝ

ᒃ㛫

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

ᒃᐊ
㸰ே⏝

ᐷᐊ

ᐙ᪘
ᾎᐊ

㹃㹔

㐨
㊰

ቃ
⏺

ࣂ
ࣝ

ࢥ
ࢽ

࣮
ࣂ

ࣝ
ࢥ

ࢽ
࣮

ࣂ
ࣝ

ࢥ
ࢽ

࣮

㹃
㹎
㹑

ᢲ
ධ

≀
ධ

ᢲ
ධ

≀ධ

ᢲ
ධ

ᢲ
ධ

≀ධ

ᢲ
ධ

ᢲ
ධ

≀ධ

ᢲ
ධ

ᢲ
ධ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

๓ᐊ

ᢲධ

౽ᡤ

Ἓ

ᗜ

๓ᐊ

౽ᡤ ᢲ
ධ

≀ධ

๓ᐊ

≀ධ

ᢲ
ධ

౽ᡤ

㋃㎸⣡

㠃ㄯᐊ
㸦ㄯヰᐊ㸧

⬺⾰

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ࢺࢫࢤ
࣒࣮ࣝ

㸦እ᮶⪅ᐟἩᐊ㸧

㣗ᇽව㞟ᐊୖ㒊

タഛᒇእᶵ⨨ሙ ᒇ᰿

ࣝࣂ
࣮ࢽࢥ

≀ධ

๓ᐊ

౽ᡤ

ᢲ
ධ ᐷᐊ

ᒃ㛫

ᒃᐊ
㸰ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

<�
<�

;� ;� ;� ;�

<�
<�

<�
<�

�����

(;3�-

(;
3�
-

ᗊ࣑ࣝ

ᗊ࣑ࣝ

㹐㸫㸰

ᮌ➟࣑ࣝ

Ỉ໙㓄����

ࣉࢵࢺ

ࢺࣛ

�����
D�

�����
D�

��
��

�

Ỉ໙㓄����
ᒇ᰿

ᒃᐊ㸯ே⏝

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

㹄 㹃 㹂 㹁 㹀 㸿㹆

Ỉ໙㓄����

ࣉࢵࢺ
ࢺࣛ

㑊㞴㝵ẁ
ᒇእ

ዪᛶ᭦⾰ᐊ

᭦⾰ᐊ
⏨Ꮚ



29 

 
㸬 㸬

㸬 㸬

̓

̓ ᘓ⠏

ᕝࠉᮏࠉ༤ࠉⰋ

୍⣭ᘓ⠏ኈ➨㸶㸴㸶㸱㸷ྕ

ᅗ᳨

ᅗ〇

ᅗ 㠃 ෆ ᐜ

⦰ ᑻ

ᯛ ࣀ ෆ

༊ ศ

ᅗ 㠃 ␒ ྕ

᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠉឡ▱⪁ே࣮ࢱࣥࢭ࣮ࢸࢽ࣑ࣗࢥ ���

�㸯�

㹃㹔࣮ࣟࣅ

㑊㞴
㝵ẁ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

๓ᐊ

㹃㹔

ࣂ
ࣝ

ࢥ
ࢽ

࣮
ࣂ

ࣝ
ࢥ

ࢽ
࣮

㹃
㹎
㹑

ᢲ
ධ

≀ධ

ᢲ
ධ

ᢲ
ධ

≀ධ

ᢲ
ධ

ᢲ
ධ

≀ධ

ᢲ
ධ

ᢲ
ධ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

ᗜ

๓ᐊ

౽ᡤ ᢲ
ධ

≀ධ

๓ᐊ

≀ධ

ᢲ
ධ

౽ᡤ

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ࣝࣂ
࣮ࢽࢥ

≀ධ

๓ᐊ

౽ᡤ

ᢲ
ධ ᐷᐊ

ᒃ㛫

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃ㛫
๓ᐊ

≀
ධ

ᢲ
ධ

౽ᡤ ᐷᐊ

ࣂ
ࣝ

ࢥ
ࢽ

࣮

๓ᐊ

౽ᡤ

ᗯୗ

�����
�����

����� �����
�����

��
��

��

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�

㹂㹃 㹁 㹀 㸿

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
��

�
��

�
��

��
�

㹃㹔
㹃
㹎
㹑

㑊㞴㝵ẁ

๓ᐊ

ᢲ
ධ

ᗯୗ
�㸯�

๓ᐊ

๓ᐊ

㑊㞴
㝵ẁ

ᗜ

タഛᒇእᶵ⨨ሙ

ᒇ᰿

㹃㹔࣮ࣟࣅ

ᒇୖᗈሙ

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�

��
��

��

��
��

�
��

��
�

ᒇእ

౽ᡤ

ᒃᐊ㸰ே⏝

ᒃ㛫

ᐷᐊ

౽ᡤ

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᒃᐊ㸯ே⏝

ᐷᐊ

ᒃ㛫

ᒃᐊ㸰ே⏝

����� �����

����� ����� �����

�����

������

����� ����� ����� ����� �����

㹆 㹅 㹄 㹃 㹂 㹁 㹀

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

㸱㝵ᖹ㠃ᅗࠉࠉࠉ�㸭���

㸿

ࠖࡤࡁࡲࠕ࣒࣮࣮࣍ࣂࣝࢩ
�㸭���

≀ධ

≀ධ

౽ᡤ ධ
ᢲ

౽ᡤ

౽ᡤ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

౽ᡤ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

≀ධ

㸰ே⏝ᒃᐊ

㸰ே⏝ᒃᐊ

ࣂ
ࣝ

ࢥ
ࢽ

࣮
ࣂ

ࣝ
ࢥ

ࢽ
࣮

㑊㞴㝵ẁ
ᒇእ

㸱㝵㹼㸳㝵ᖹ㠃ᅗ

㸲㝵ᖹ㠃ᅗࠉࠉࠉ�㸭���



30 

 
㸬 㸬

㸬 㸬

̓

̓ ᘓ⠏

ᕝࠉᮏࠉ༤ࠉⰋ

୍⣭ᘓ⠏ኈ➨㸶㸴㸶㸱㸷ྕ

ᅗ᳨

ᅗ〇

ᅗ 㠃 ෆ ᐜ

⦰ ᑻ

ᯛ ࣀ ෆ

༊ ศ

ᅗ 㠃 ␒ ྕ

᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠉឡ▱⪁ே࣮ࢱࣥࢭ࣮ࢸࢽ࣑ࣗࢥ ���

ࠖࡤࡁࡲࠕ࣒࣮࣮࣍ࣂࣝࢩ
�㸭���

㸳㝵࣭ሪᒇᖹ㠃ᅗ

㹃㹔

ዪᏊ
ᾎᐊ

ࢫࣛࢸ

ࢫࣛࢸ

ᒇୖࢫࣛࢸ

࣮ࣛ࣎

ℐ㐣ჾ⨨ሙ

㑊㞴㝵ẁ

ᒇୖࢫࣛࢸ

⏨Ꮚ
ᾎᐊ

ᒇእ㑊㞴㝵ẁ

㹃
㹎
㹑

ࣉ࣮ࣟࢫ

ࣉ࣮ࣟࢫ

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

�

㹂 㹁 㹀 㸿㹃
����� ����� ����� ����� �����

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

��

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�

��
��

�

㸳㝵ᖹ㠃ᅗࠉࠉࠉ�㸭���

36

ሪᒇᖹ㠃ᅗࠉࠉࠉ�㸭���

��
��

�
��

��
�

��
��

�

�

�

�

�

�

ୖ㒊㛤ᨺ

ୖ㒊㛤ᨺ

��
��

�

��
�

��
��

�

㹂㹃
�����

ᶵᲔᐊ
㹃㹔

࣮ࣅࣟ
㹃㹔

⬺⾰ᐊዪᏊ


